
規 則

〇北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例の一部の施行期日を定める規則
……………………………………………………………………………………（健康安全室） １
〇北海道環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則………………（環境政策課） １
〇消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則…………………（くらし安全課） １
〇北海道立衛生学院学則等の一部を改正する規則………………（地域医師確保推進室） ２
〇北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則
…………………………………………………………………………（障がい者保健福祉課） ６
〇北海道中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則……………（商工金融課） ８
〇北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則の一部を改正する規則…（農産振興課） ９
〇北海道有林野の産物売払規則の一部を改正する規則………………………（道有林課） １０
〇建築基準法施行細則の一部を改正する規則………………………………（建築指導課） １１
〇建築士法施行細則の一部を改正する規則…………………………………（建築指導課） １１
〇北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則……………………………（住宅課） １２

訓 令

〇北海道職員服務規程の一部を改正する訓令……………………………………（人事課） １８

規 則

北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布す
る。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３３号

北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例の一部の施行期日を定める規則
北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例（平成２１年北海道条例第６２号）附則第１項ただ
し書に規定する規定の施行期日は、平成２２年４月１日とする。

北海道環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２２年３月３１日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第３４号

北海道環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則
北海道環境影響評価条例施行規則（平成１１年北海道規則第７号）の一部を次のように改正
する。
附則第５条の表備考１のアの事項中「海中特別地区」を「海域特別地区」に改め、同表備
考１のイの事項中「第１３条第１項」を「第２０条第１項」に、「第２４条第１項」を「第２２条第
１項」に、「海中公園地区」を「海域公園地区」に改める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３５号

消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則
消費生活協同組合法施行細則（昭和２３年北海道規則第１０２号）の一部を次のように改正す
る。
第２条から第４条までを次のように改める。
第２条 法第５０条の５の規定により行政庁が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当
であるかどうかの基準は、知事が所管する同条に規定する共済事業を行う消費生活協同組
合であってその組合員の総数が消費生活協同組合法施行令（平成１９年政令第３７３号）第１４
条に規定する基準を超えるものについては、次の算式により得られる比率が２００パーセン
ト以上であることとする。

法第５０条の５第１号に掲げる額

（法第５０条の５第２号に掲げる額）×１／２
第３条 消費生活協同組合法施行規則（昭和２３年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令
第１号。以下「省令」という。）第１条の規定による組合設立の認可申請は、別記第１号
様式によりこれを知事に提出しなければならない。
第４条 削除
別記第１号様式中「（第２条関係）」を「（第３条関係）」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
FAX ０１１－２３２－１３８５
印刷 富士プリント�
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北海道立衛生学院学則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３６号

北海道立衛生学院学則等の一部を改正する規則
（北海道立衛生学院学則の一部改正）
第１条 北海道立衛生学院学則（昭和３７年北海道規則第１２３号）の一部を次のように改正す
る。
第４条の２第１号ただし書を削る。
第１９条第３項中「学習内容」の次に「（第２号に掲げる者にあっては、社会福祉士及び
介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第４２号）第２条の
規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０
号）別表第４に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則（昭和６２年厚
生省令第５０号）別表第４若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成２０年文部科学
省・厚生労働省令第２号）別表第４に定める人間と社会の領域に係るもの（第２３条の１２第
３項において「特定学習内容」という。）に限る。）」を加える。
第２３条第１項第１号中「春季休暇」を「春期休暇」に改め、同項第２号中「夏季休暇」
を「夏期休暇」に改め、同項第３号中「冬季休暇」を「冬期休暇」に改める。
第２３条の１２第３項中「学習内容」の次に「（第２号に掲げる者にあっては、特定学習内
容に限る。）」を加える。
第２７条第２項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第２条」を「第５条」に、
「保健安全計画」を「保健計画及び同法第２７条に規定する安全計画」に改める。
別表第１その３を次のように改める。
（その３）

看 護 学 科 教 育 課 程

区 分 授 業 科 目 単位数 時間数

基礎分野 科学的思考の基盤 論理学
国語表現法
情報科学

１
１
１

３０
１５
３０

人間と生活・社会の
理解

心理学
教育学
社会学
人間関係論
生命科学と倫理�
生命科学と倫理�

１
１
１
１
１
１

３０
３０
３０
１５
１５
３０

英語�
英語�
健康とスポーツ

１
１
１

１５
３０
３０

専門基礎分野 人体の構造と機能 解剖生理学�
解剖生理学�
生化学
栄養学

１
１
１
１

３０
３０
１５
１５

疾病の成り立ちと回
復の促進

薬理学
微生物学
病理学
病態治療論�
病態治療論�
病態治療論�

１
１
１
１
１
１

３０
３０
３０
３０
３０
１５

健康支援と社会保障
制度

社会福祉�
社会福祉�
関係法規
公衆衛生学

１
１
１
１

１５
１５
１５
１５

専門分野� 基礎看護学 基礎看護学概論�
基礎看護学概論�
基礎看護学方法論�
基礎看護学方法論�
基礎看護学方法論�
基礎看護学方法論�
フィジカルアセスメント技術
看護過程�
看護過程�

１
１
１
１
１
１
１
１
１

３０
１５
３０
１５
３０
３０
３０
１５
３０

臨地実習 基礎看護学実習 ２ ９０

専門分野� 成人看護学 成人看護学概論
成人看護学方法論�
成人看護学方法論�

１
１
１

３０
３０
３０

老年看護学 老年看護学概論
老年看護学方法論�
老年看護学方法論�

１
１
１

３０
３０
３０

小児看護学 小児看護学概論
小児看護学方法論�
小児看護学方法論�

１
１
１

３０
３０
３０

母性看護学 母性看護学概論
母性看護学方法論�
母性看護学方法論�

１
１
１

３０
３０
３０
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精神看護学 精神看護学概論
精神看護学方法論�
精神看護学方法論�

１
１
１

３０
３０
３０

臨地実習 成人看護学実習
老年看護学実習
小児看護学実習�
小児看護学実習�
母性看護学実習
精神看護学実習

２
２
１
１
２
２

９０
９０
４５
４５
９０
９０

統合分野 在宅看護論 在宅看護概論
在宅看護方法論�
在宅看護方法論�

１
１
１

３０
３０
３０

看護の統合と実践 看護管理
災害看護
医療安全と看護実践
看護研究

１
１
１
１

１５
１５
３０
３０

臨地実習 在宅看護論実習
統合実習

２
２

９０
９０

合 計 ７３ ２，１９０

別表第２を次のように改める。
別表第２（第２３条の６関係）

通信制看護学科教育課程

区 分 授 業 科 目 単位数 修得単位数

基

礎

分

野

科学的思考の基盤 選択
必修

生物学
物理学
論理学
統計学

２
２
２
２

４

人間と生活・社会の理解 必修 心理学
社会学

２
２

４

専
門
基
礎
分
野

人体の構造と機能 必修 解剖生理学
生化学

２
２

４

疾病の成り立ちと回復の促進 必修 微生物学
薬理学
病態治療論

２
２
２

６

健康支援と社会保障制度 必修 公衆衛生学 ２ ４

社会福祉 ２

専
門
分
野
�

基礎看護学 必修 基礎看護学�
基礎看護学�
基礎看護学�
基礎看護学�

１
２
２
１

６

臨地実習 必修 基礎看護学実習�
基礎看護学実習�

１
１

２

専

門

分

野

�

成人看護学 必修 成人看護学�
成人看護学�

１
２

３

老年看護学 必修 老年看護学�
老年看護学�

２
１

３

小児看護学 必修 小児看護学�
小児看護学�

２
１

３

母性看護学 必修 母性看護学�
母性看護学�

２
１

３

精神看護学 必修 精神看護学�
精神看護学�

２
１

３

臨地実習 必修 成人看護学実習�
成人看護学実習�
老年看護学実習�
老年看護学実習�
小児看護学実習�
小児看護学実習�
母性看護学実習�
母性看護学実習�
精神看護学実習�
精神看護学実習�

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

１０

統

合

分

野

在宅看護論 必修 在宅看護論�
在宅看護論�

２
１

３

看護の統合と実践 必修 統合と実践�
統合と実践�

２
２

４

臨地実習 必修 在宅看護論実習�
在宅看護論実習�
統合と実践実習�
統合と実践実習�

１
１
１
１

４

合 計 ６６
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別記第２号様式中「北海道立衛生学院長様」を「北海道立衛生学院長 様」に、
「本 人 現 住 所

氏 名 �
保証人 現 住 所

職 業
を

本人との関係
氏 名 �」

「本 人 現 住 所 〒
（ふりがな）
氏 名 �

保証人 現 住 所 〒
電 話 番 号 に改める。
職 業
本人との関係
（ふりがな）
氏 名 �」

別記第４号様式中「第 学年」を削り、「学 籍 番 号」を「学生証番号」に、「氏

名」を「氏 名
電 話 番 号」に改める。

（北海道立網走高等看護学院学則の一部改正）
第２条 北海道立網走高等看護学院学則（昭和４５年北海道規則第１４２号）の一部を次のよう
に改正する。
第５条第１号ただし書を削る。
第１７条第３項中「学習内容」の次に「（第２号に掲げる者にあっては、社会福祉士及び
介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第４２号）第２条の
規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０
号）別表第４に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則（昭和６２年厚
生省令第５０号）別表第４若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成２０年文部科学
省・厚生労働省令第２号）別表第４に定める人間と社会の領域に係るものに限る。）」を
加える。
第２０条第１項第１号中「春季休暇」を「春期休暇」に改め、同項第２号中「夏季休暇」
を「夏期休暇」に改め、同項第３号中「冬季休暇」を「冬期休暇」に改める。
第２６条第２項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第２条」を「第５条」に、
「保健安全計画」を「保健計画及び同法第２７条に規定する安全計画」に改める。
別表を次のように改める。

別表（第４条関係）

区 分 授 業 科 目 単位数 時間数

基礎分野 科学的思考の基盤 国語表現法
統計学

１
１

３０
３０

人間と生活・社会の理解 心理学
社会学�
社会学�
人間関係論
保健体育
外国語�
外国語�

１
１
１
１
１
１
１

３０
１５
１５
３０
３０
１５
１５

専門基礎分野 人体の構造と機能 解剖生理学�
解剖生理学�
栄養学
生化学
看護物理学

１
１
１
１
１

３０
３０
１５
１５
３０

疾病の成り立ちと回復の促進 微生物学
薬理学
病理学
疾病治療論�
疾病治療論�
疾病治療論�
疾病治療論�
疾病治療論�

１
１
１
１
１
１
１
１

１５
３０
３０
３０
３０
３０
１５
１５

健康支援と社会保障制度 関係法規
社会福祉論
公衆衛生学
医療論
臨床心理学

１
１
１
１
１

１５
１５
１５
１５
１５

専門分野� 基礎看護学 基礎看護学概論
基礎看護学援助論�
基礎看護学援助論�
基礎看護学援助論�
基礎看護学援助論�
看護過程
臨床看護総論

１
１
１
１
１
１
１

３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０

臨地実習 基礎看護学 基礎看護学実習 ２ ９０

専門分野� 成人看護学 成人看護学概論 １ ３０
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成人看護学援助論�
成人看護学援助論�

１
１

３０
３０

老年看護学 老年看護学概論
老年看護学援助論�
老年看護学援助論�

１
１
１

３０
３０
３０

小児看護学 小児看護学概論
小児看護学援助論�
小児看護学援助論�

１
１
１

３０
３０
３０

母性看護学 母性看護学概論
母性看護学援助論�
母性看護学援助論�

１
１
１

３０
３０
３０

精神看護学 精神看護学概論
精神看護学援助論�
精神看護学援助論�

１
１
１

３０
３０
３０

臨地実習 成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学

成人看護学実習
老年看護学実習
小児看護学実習
母性看護学実習
精神看護学実習

２
２
２
２
２

９０
９０
９０
９０
９０

統合分野 在宅看護論 在宅看護概論
在宅看護援助論�
在宅看護援助論�

１
１
１

３０
３０
３０

看護の統合と実践 医療安全�
医療安全�
看護研究�
看護研究�
災害看護と国際協力
看護倫理
看護管理

１
１
１
１
１
１
１

１５
１５
１５
１５
３０
１５
１５

臨地実習 在宅看護論
看護の統合と実践

在宅看護論実習
統合実習

２
２

９０
９０

合 計 ７５ ２，１９０

（北海道立旭川高等看護学院学則の一部改正）
第３条 北海道立旭川高等看護学院学則（昭和４７年北海道規則第１２３号）の一部を次のよう
に改正する。
第１８条第３項中「学習内容」の次に「（第２号に掲げる者にあっては、社会福祉士及び

介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第４２号）第２条の
規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０
号）別表第４に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則（昭和６２年厚
生省令第５０号）別表第４若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成２０年文部科学
省・厚生労働省令第２号）別表第４に定める人間と社会の領域に係るものに限る。）」を
加える。
第２６条第２項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第２条」を「第５条」に、
「保健安全計画」を「保健計画及び同法第２７条に規定する安全計画」に改める。
（北海道立紋別高等看護学院学則の一部改正）
第４条 北海道立紋別高等看護学院学則（昭和４８年北海道規則第１０９号）の一部を次のよう
に改正する。
第１８条第３項中「学習内容」の次に「（第２号に掲げる者にあっては、社会福祉士及び
介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第４２号）第２条の
規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０
号）別表第４に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則（昭和６２年厚
生省令第５０号）別表第４若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成２０年文部科学
省・厚生労働省令第２号）別表第４に定める人間と社会の領域に係るものに限る。）」を
加える。
第２７条第２項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第２条」を「第５条」に、
「保健安全計画」を「保健計画及び同法第２７条に規定する安全計画」に改める。
（北海道立江差高等看護学院学則の一部改正）
第５条 北海道立江差高等看護学院学則（平成１０年北海道規則第３７号）の一部を次のように
改正する。
第１９条第３項中「学習内容」の次に「（第２号に掲げる者にあっては、社会福祉士及び
介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第４２号）第２条の
規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０
号）別表第４に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則（昭和６２年厚
生省令第５０号）別表第４若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成２０年文部科学
省・厚生労働省令第２号）別表第４に定める人間と社会の領域に係るものに限る。）」を
加える。
第２９条第２項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第２条」を「第５条」に、
「保健安全計画」を「保健計画及び同法第２７条に規定する安全計画」に改める。
附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
２ 平成２２年３月３１日において現に北海道立衛生学院看護学科又は通信制看護学科に在学し
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ている者の教育課程については、第１条の規定による改正後の北海道立衛生学院学則別表
第１その３及び別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。
３ 平成２２年３月３１日において現に北海道立網走高等看護学院に在学している者の教育課程
については、第２条の規定による改正後の北海道立網走高等看護学院学則別表の規定にか
かわらず、なお従前の例による。

北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３７号

北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則
北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和４５年北海道規則第４７号）の一部を次の
ように改正する。
第４条第２号並びに第７条の２第１項及び第２項中「申込者告知書」を「申込者（被保険
者）告知書」に改める。
第１２条第１項中「年金を支給することと」を「第４条に規定する加入の申込みの際に提出
された別記第１号様式の加入申込書に記載されている心身障害者であって年金受給権者とし
て」に改める。
別記第１号様式中「申込者告知書」を「申込者（被保険者）告知書」に、
「 ３ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。」を
「 ３ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。

４ 本共済制度においては、心身障害者を事後的に変更できないものとします。

」
に改める。
別記第２号様式を次のように改める。
別記第２号様式（第４条関係）

自治体
コード 加 入 番 号 １ ２ ３

加 入 口 数 の
追 加

１と２の
同時加入

申込者（被保険者）告知書

・別添の重要事項の説明に関する書類の内容（個人情報の取扱
いを含む。）を確認・承知し、心身障害者扶養共済制度にお
ける保険契約の被保険者となることに同意の上、署名・押印
しました。
・次の事項は、事実に相違ありません。

北海道知事 様

告 知 日 年 月 日 ＊告知書の有効期間は、加入希望月前の
２か月以内

申 込
（加入）に
当 た っ て

申込者は、次の事項について心身障害者に対して説明し、
この制度に加入することの同意を得ました。
・申込者が死亡し、又は重度障害になった場合は、心身障
害者に対して「年金給付保険金」が支払われること。
・心身障害者が死亡した場合は、申込者に対して「弔慰金
給付保険金」が支払われること。

�

ふ り が な

�

性別 生年月日

申込者氏名
（姓） （名） １男

年 月 日
２女

ふ り が な 性別 生年月日

心身障害者
氏 名

（姓） （名） １男
年 月 日

２女

障害の
種類・
程度

１身体障害 １ １級 ２ ２級 ３ ３級
申込者と
心身障害
者との続
柄

１配偶者

２知的障害 １ Ａ ２ Ｂ ２父母

３精神障害 １ １級 ２ ２級 ３兄弟姉妹

４その他 １ その他 ４その他の親族

申込者が配偶者、父母以
外の場合は、その理由

申込者の告知（心身障害者に係る告知ではありません。）

最 近 の
健康状態

� 最近３か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受
けたことがありますか。また、その結果、検査・治療・入
院・手術を勧められたことがありますか。
＊「はい」の場合、［詳細記入欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

	 過去５年以内に、病気やけがで手術を受けたこと又は継
続して２週間以上の入院をしたことがありますか。
＊「はい」の場合、［詳細記入欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

確認印
重要事項の説明に関する書類の内容を確認し、受領しました。
また、この共済制度が加入目的に合致していることも確認して
います。

�
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 過去５年以内に、次の病気で医師の診察・検査・治療・
投薬を受けたことがありますか。
＊「はい」の場合、病名を○で囲んだ上、［詳細記入欄］を
記入してください。

い
い
え

は

い

心臓・血圧 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天
性心臓病・心筋症・高血圧症（※１）

脳・精神・
神経

脳卒中（脳出血・脳こうそく・くも膜下出
血）・脳動脈硬化症・精神病・神経症・て
んかん・自律神経失調症・アルコール依存
症

過去５年
以 内 の
健康状態

肺・気管支 ぜんそく・慢性気管支炎・肺結核

腎・泌尿器 腎炎・ネフローゼ・腎不全

食 道 ・ 胃
腸・すい臓

胃かいよう・十二指腸かいよう・かいよう
性大腸炎・すい炎

眼・耳・鼻 緑内障・網膜の病気・角膜の病気

肝臓・胆の
う

肝炎（肝炎ウイルス感染を含む。）・肝硬
変・肝機能障害

しゅよう

がん・腫瘍
しゅ しゅよう

がん・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ

そ の 他
糖尿病（※２）・リウマチ・こうげん病・

はん しゅ

貧血症・紫斑病・子宮筋腫・子宮内膜症・
しゅ せん

卵巣のう腫・乳腺症

� 過去５年以内に、上記
以外の病気やけがで２週間以上
にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことが
ありますか。
＊「はい」の場合、［詳細記入欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

身 体 の
障 害

� 現在身体に障害はありますか。「はい」の場合、該当す
るところを○で囲んだ上、「障害の原因・部位・程度等」
欄に詳細を記入してください。

い
い
え

は

い

機 能 障 害 目・耳・言語・そしゃく・手・足・手指・
せき

背骨（脊柱）

欠 損
せき

手・足・手指・背骨（脊柱）

変 形
せき

手・足・手指・背骨（脊柱）

障 害 の 原
因・部位・
程度等

［詳細記入欄］
上記�～�に「はい」があった場合は、その内容についてそれぞれ詳細を記入し
てください。
その内容が「高血圧症（※１）」・「糖尿病（※２）」の場合は、数値等も記入し
てください。
なお、記入欄が不足する場合は、告知書を複数枚使用してください。

「はい」をつけた該当
番号 １・２・３・４ １・２・３・４

病気やけがの名前・検
査名・検査結果

診察・検査・治療・投
薬を受けた期間

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

入院の有無・期間
無・
有（ 年 月から

年 月まで）

無・
有（ 年 月から

年 月まで）

手術の有無（手術の
名前又は内容・部位）

無・
有（ ）

無・
有（ ）

症状経過
完治・治療中・検査中・
検査終了（異常なし）・
経過観察中

完治・治療中・検査中・
検査終了（異常なし）・
経過観察中

入院・手術・診察・検
査・治療・投薬を受け
た医療機関名

（※１）［高血圧症の場合は記入してください。］
最近の血圧 最大 mmHg 最小 mmHg

（※２）［糖尿病の場合は記入してください。］
最近の空腹時血糖値 mg/dl 治療方法（ ）

処
理
欄

別記第３号様式中「免疫機能」の次に「・肝臓」を加える。
別記第６号様式（表）中「 の扶養者として」を削り、
「 北海道知事 」を
「 北海道知事 

北 海 道 公 報 号外第�号 ７平成２２年３月３１日（水曜日）



加入者
ふりがな
氏名

生年月日 年 月 日

心身障害者
ふりがな
氏名

生年月日 年 月 日

加入日
（加入等の効力発生の日） 年 月 １日

掛金払込期間 年 月 日～ 年 月 日
」

に改め、同様式（裏）の３の事項中「その月」の次に「の分」を加え、同様式（裏）の９の

事項中「支庁」を「総合振興局若しくは振興局」に、「北海道保健福祉部障害者保健福祉

課」を「北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課」に改め、同事項を同様式（裏）の１０

の事項とし、同様式（裏）の８の事項の次に次の１事項を加える。

９ その他この制度の内容については、申込みの際に確認いただいた重要事項の説明に関

する書類を御確認ください。

別記第７号様式の２中「 ２ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。」を

「 ２ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。

」

３ 本共済制度においては、心身障害者を事後的に変更できないものとします。

確認印
重要事項の説明に関する書類の内容を確認し、受領しました。
また、この共済制度が加入目的に合致していることも確認し
ています。

�

に改める。

別記第７号様式の５（表）中「 の扶養者として」を削り、

「 北海道知事 」を
「 北海道知事 

加入者
ふりがな
氏名

生年月日 年 月 日

心身障害者
ふりがな
氏名

生年月日 年 月 日

加入日
（加入等の効力発生の日） 年 月 １日

掛金払込期間 年 月 日～ 年 月 日
」

に改め、同様式（裏）の７の事項の次に次の３事項を加える。
８ 次の場合には、速やかに届け出てください。
� 加入者、心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
� 心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。
� 年金管理者を指定し、又は変更したとき。
� 掛金が納められなくなったとき。
９ その他この制度の内容については、申込みの際に確認いただいた重要事項の説明に関す
る書類を御確認ください。

１０ その他この制度についてお尋ねのときは、最寄りの市町村又は総合振興局若しくは振興
局の社会福祉課若しくは北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課に問い合わせてくだ
さい。
附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道心身障害者扶養共済制度条例施
行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正
後の北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な
調整をして使用することを妨げない。

北海道中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３８号

北海道中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則
北海道中小企業高度化資金貸付規則（昭和４２年北海道規則第１５７号）の一部を次のように
改正する。
別表第１有利子貸付の部�の項中「中小企業者が、」の次に「当該事業に係るものとし
て」を加える。
別表第２に次のように加える。
１８ 第３条第３号、第５号、第９号又は第１０号に掲げる事業のうち、商店街の活性化のた
めの地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平成２１年法律第８０号）第４
条第１項の認定を受けた商店街活性化事業計画に基づき実施するものに係る資金の貸付
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であって、知事が定めるもの
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３９号

北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則の一部を改正する規則
北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則（昭和２７年北海道規則第１６２号）の一部を次
のように改正する。
第１条第２号に次のただし書を加える。
ただし、知事が自らその権限を行うことを妨げるものではない。

第１４条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号を第４号とし、同条第１号中
「第１０条各号のいずれか」を「第１０条第２号」に改め、同号を同条第２号とし、同号の前に
次の１号を加える。
� 条例第１０条第１号に該当する違反行為を行い、同条の規定により登録販売業者の登録
を取り消され、その処分のあった日から１年を経過しない者
第１４条第２号の次に次の１号を加える。
� 条例の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から１年を経過しない者
第１５条中「登録の日からその翌々年の生産」を「登録の日以後最初に集荷販売しようとす
る種馬鈴しょの生産年の翌々年に生産される」に改める。
第１６条中「年の７月３１日」を「日の３０日前」に改め、「登録申請書を」の次に「住所地
（法人にあっては、主たる事務所の所在地）又は」を加える。
第１７条第２項を削る。
第１７条の３の見出し中「変更」を「変更等」に改め、同条第１項中「次の事項」を「氏名
又は住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）」に、
「別記第８号様式によりその旨を」を「、別記第８号様式の種馬鈴しょ集荷販売業者登録事
項変更届出書に、前条第１項の登録証票（当該登録販売業者が第１８条の登録証票謄本を有す
る場合にあっては、当該登録証票謄本を含む。次項及び第２２条において同じ。）を添え
て、」に改め、同条各号を削り、同条第２項中「告示しなければ」を「告示するとともに、
前項の登録証票を書き換えて、届出者に交付しなければ」に改める。
第１８条の２を削る。
第２２条中「（登録証票謄本を有する場合は、なお、登録証票謄本）」を削る。

別記第５号様式を次のように改める。
別記第５号様式（第１６条関係）

種馬鈴しょ集荷販売業者登録申請書
年 月 日

総合振興局長（振興局長） 様

住 所
�
�
�
�

法人にあっては、主た
る事務所の所在地

�
�
�
�

氏 名
�
�
�
�

法人にあっては、その
名称及び代表者の氏名

�
�
�
�

�

次により 年産から翌々年産までの種馬鈴しょの集荷販売をしたいので、登録販売
業者として登録されるよう関係書類を添えて申請します。

１ 住所氏名
�
�
�
�

法人にあっては、主たる事務所の所
在地並びに名称及び代表者の氏名

�
�
�
�

２ 集荷販売開始予定日
３ 種馬鈴しょ取扱予定数量
４ 集荷予定先
５ 販売予定先
６ 資格条件具備の有無

注１ 次の書類を添付すること。ただし、登録を受けている者が有効期間の終了後引き
続き登録を受けようとする場合で、当該書類の内容に変更がない場合は、添付を省
略することができる。
� 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面（法人にあっては、登記事項証明
書）

� 住所地以外で販売しようとする場合は、その販売予定地の一覧
� その他参考となるべき事項を記載した書類
２ 「集荷予定先」欄は、生産者から直接集荷する場合にあっては生産地の市町村名
（道外の場合にあっては、都府県名）を、事業者から仕入れる場合にあってはその
名称及び所在地を記載すること。
３ 「販売予定先」欄は、生産者（専ら自家用に種馬鈴しょを利用する者を含む。）
に販売する場合にあっては「生産者」と、事業者に販売する場合にあってはその名
称及び所在地を、道外に販売する場合にあっては都府県名を記載すること。
４ 「資格条件具備の有無」欄は、北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則第１４
条各号について該当の有無を記載すること。
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別記第６号様式を次のように改める。
別記第６号様式（第１７条の２関係）

集 荷 販 売 業 者 登 録 台 帳

��������������������������������

登録番号 登録年月日 住 所 氏 名 摘 要

別記第８号様式末尾欄外注の事項中「書類」の次に「及び現在交付されている登録証票
（登録証票謄本を有する場合にあっては、当該登録証票謄本を含む。）」を加える。
別記第９号様式を次のように改める。
別記第９号様式 削除
別記第１０号様式を次のように改める。
別記第１０号様式（第２１条関係）

年産種馬鈴しょ業務報告書
年 月 日

総合振興局長（振興局長） 様

住 所
�
�
�
�

法人にあっては、主た
る事務所の所在地

�
�
�
�

氏 名
�
�
�
�

法人にあっては、その
名称及び代表者の氏名

�
�
�
�

年 月 日登録第 号で販売業者として登録されており、当該年産の種
馬鈴しょに関する業務について次のとおり報告します。

集 荷 数 量 販 売 数 量

集 荷 先 所在市
町村名 集荷時期 数 量 販 売 先 所在市

町村名 販売時期 数 量

年 月 年 月

合 計 合 計

備 考

注１ 「集荷先」及び「販売先」欄は、集荷先又は販売先が生産者（専ら自家用に種馬
鈴しょを利用する者を含む。以下同じ。）である場合にあっては、所在市町村ごと
に「生産者」と一括して記載することができること。
２ 「所在市町村名」欄は、都府県の場合にあっては、当該都府県名を記載すること。
ただし、店頭で販売する場合等販売先が特定できない場合は、記載を省略すること
ができること。
３ 「集荷時期」及び「販売時期」欄は、複数の月にまたがる場合にあっては、集荷
又は販売の開始時期から終了時期までの期間を記載すること。
４ 「数量」欄の単位は、袋（２０�）、箱（１０�）等と記載すること。
５ 腐敗等により種馬鈴しょを廃棄した等の理由により、集荷数量の合計と販売数量
の合計が異なる場合は、その理由及びその数量を「備考」欄に記載すること。

別記第１１号様式中「支庁長」を「北海道知事（ 総合振興局長、 振興局長）」に改

める。

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の北海道種馬鈴しょ生産

販売取締条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）別記第６号様式による台帳は、

この規則による改正後の北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則（以下「改正後の規

則」という。）別記第６号様式による台帳とみなす。

３ この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則別記第１１号様式による証票は、改
正後の規則別記第１１号様式による証票とみなす。
４ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合
においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用するこ
とを妨げない。

北海道有林野の産物売払規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第４０号

北海道有林野の産物売払規則の一部を改正する規則

北海道有林野の産物売払規則（昭和３６年北海道規則第９号）の一部を次のように改正する。

第３９条中「年３．６パーセント」を「年３．３パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
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２ この規則による改正後の北海道有林野の産物売払規則の規定は、この規則の施行の日以
後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約について適用し、同日前に契約の申
込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４１号

建築基準法施行細則の一部を改正する規則
建築基準法施行細則（昭和４８年北海道規則第９号）の一部を次のように改正する。
第５条の次に次の２条を加える。
（建築監視員）
第５条の２ 知事は、法第９条の２の規定により、本庁及び総合振興局等ごとに、当該本庁
又は総合振興局等の職員のうちから建築監視員を任命する。
第５条の３ 総合振興局等の建築監視員は、当該総合振興局等の所管区域内において、法第
９条第７項及び第１０項（法第８８条第１項から第３項まで又は第９０条第３項においてこれら
の規定を準用する場合を含む。）並びに法第１２条第５項（法第８８条第１項から第３項まで
において準用する場合を含む。）に規定する権限（次項の規定により本庁の建築監視員が
行うこととされた権限を除く。）を行うものとする。
２ 本庁の建築監視員は、本庁に置かれた建築主事が確認済証を交付した建築物であって、
当該確認を受けた建築物の計画について検査済証の交付を受けていないもの及び工事完了
届を提出していないものに係る法第９条第７項及び第１０項（法第８８条第１項から第３項ま
で又は第９０条第３項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに法第１２条第５
項（法第８８条第１項から第３項までにおいて準用する場合を含む。）に規定する権限を行
うものとする。
附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

建築士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４２号

建築士法施行細則の一部を改正する規則
建築士法施行細則（昭和２５年北海道規則第２５７号）の一部を次のように改正する。
第２１条の２を削る。
第２２条の次に次の１条を加える。

（規定の適用）
第２３条 法第２６条の３第１項に規定する指定事務所登録機関（以下「指定事務所登録機関」
という。）が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合における第２０条の規定の適用に
ついては、同条中「知事」とあるのは、「指定事務所登録機関」とする。
別記第７号様式を次のように改める。
別記第７号様式（第２１条関係）

一級
二級
木造

建築士事務所登録事項変更届

登録番号 （ ）第 号 登録年月日 年 月 日

建 築 士
事 務 所

名 称

所在地

上記建築士事務所の登録事項に次のとおり変更があったので、届け出ます。
年 月 日

郵便番号
現 住 所届出者 氏 名 印
電話番号

北 海 道 知 事 様指定事務所登録機関

変
更
事
項

新 旧

※審査

※受付年月日 ※名簿記帳年月日 ※通知書交付年月日

※経由庁欄

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
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（注）１ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。

２ ※印欄は、記入しないでください。

別記第７号様式の２及び別記第７号様式の３を削る。

別記第８号様式中「届出者 現住所
氏 名」を

「

届出者

郵便番号
現 住 所
氏 名
電話番号」

に、「北海道知事 様」を

「北 海 道 知 事
指定事務所登録機関 様」に改める。

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築士法施行細則の規定に基づいて作

成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規

定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第４３号

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

北海道営住宅条例施行規則（平成９年北海道規則第４２号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

１ 道営住宅

名 称 位 置 戸 数

道公営住宅 夕張市 １８４

岩見沢市 ５９６

美唄市 １７０

�別市 １１２

赤平市 １５２

三笠市 ４２

滝川市 ２８３

砂川市 １４５

深川市 １１４

南幌町 ６０

沼田町 ５３

札幌市 ５，５０４

江別市 １，３６８

千歳市 １５０

恵庭市 ５４

北広島市 １，５１９

石狩市 ５２７

小�市 １，３０５

倶知安町 １２９

岩内町 １２８

室蘭市 ６０１

苫小牧市 ８１０

登別市 ４６０

伊達市 ２１４

浦河町 ６０

新ひだか町 ５４

函館市 １，７４０

北斗市 ２１６

七飯町 １０２

江差町 １２３

奥尻町 ８２

旭川市 １，３０４

士別市 ６０

名寄市 １４７

富良野市 ７２

留萌市 ３３９

苫前町 ３６
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稚内市 ２０４

北見市 ６８９

網走市 ４７４

紋別市 １２９

美幌町 ８４

斜里町 ３６

遠軽町 ４６

帯広市 ８５１

音更町 ６４

幕別町 ３０４

釧路市 １，０８１

釧路町 ７２

根室市 １８５

中標津町 １３４

２ 共同施設

名 称 位 置 区 画 数 等

駐車場 夕張市 ４８

岩見沢市 ３８４

美唄市 １７０

�別市 １１２

赤平市 ９４

三笠市 ４２

滝川市 １４０

砂川市 １４５

深川市 １１４

南幌町 ６０

沼田町 ５３

札幌市 ４，０５５

江別市 １，３８０

千歳市 １３５

恵庭市 ５４

北広島市 ３４２

石狩市 ５３２

小�市 ９７１

倶知安町 １２９

岩内町 ４０

室蘭市 １４０

苫小牧市 ５１７

登別市 ４３６

伊達市 ２１４

浦河町 ６０

新ひだか町 ５４

函館市 １，４１２

北斗市 ２１６

七飯町 ５４

江差町 １２３

旭川市 ２７６

士別市 ６０

名寄市 １２３

富良野市 ７２

留萌市 ３４１

苫前町 ３６

稚内市 １８８

北見市 ３３９

網走市 ４４７

紋別市 １２２

美幌町 ８１
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斜里町 ３６

遠軽町 ４６

帯広市 ７７９

音更町 ６０

幕別町 １９２

釧路市 ８１１

釧路町 ７２

根室市 １８５

中標津町 ９４

集会所 岩見沢市 ２

美唄市 １

�別市 １

滝川市 １

砂川市 ３

深川市 １

南幌町 １

沼田町 １

札幌市 ２３

江別市 ５

千歳市 １

北広島市 ４

石狩市 ４

小�市 ９

苫小牧市 ２

登別市 ６

浦河町 １

新ひだか町 １

函館市 １３

北斗市 ２

七飯町 １

江差町 １

奥尻町 １

旭川市 ８

士別市 １

名寄市 ２

留萌市 ２

北見市 １

網走市 ２

紋別市 ２

美幌町 ２

帯広市 ６

音更町 １

幕別町 １

釧路市 ４

釧路町 １

根室市 ２

中標津町 ２

管理事務所 札幌市 ６

江別市 １

北広島市 １

高齢者生活相談所 南幌町 １

江別市 １

千歳市 １

江差町 １

名寄市 １

網走市 １

幕別町 １

釧路市 １
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別表第４を次のように改める。
別表第４（第３６条関係）

所 在 地 駐 車 場 の 名 称 月額使用料

夕張市 宮前光団地駐車場 ２，６９０円

岩見沢市 南利根別団地駐車場 ２，９２０円

日の出台団地駐車場 ２，９２０円

かえで団地駐車場 ２，９２０円

第３かえで団地駐車場 ２，９２０円

中央南団地駐車場 ２，９２０円

しらかば団地駐車場 ２，９２０円

美唄市 ゆたかニュータウン団地駐車場 ２，９２０円

コスモス団地駐車場 ２，９２０円

�別市 啓南団地駐車場 ２，６９０円

�別ふれあい団地駐車場 ２，９２０円

赤平市 文京団地駐車場 ２，９２０円

豊丘南団地駐車場 ２，９２０円

三笠市 美園高台団地駐車場 ２，６９０円

滝川市 見晴団地駐車場 ２，９２０円

滝の川団地駐車場 ２，９２０円

砂川市 すずらん団地駐車場 ２，９２０円

三砂団地駐車場 ２，６９０円

三砂ふれあい団地駐車場 ２，６９０円

深川市 緑町中央団地駐車場 ２，９２０円

であえーる北光中央団地駐車場 ２，９２０円

南幌町 柳陽団地駐車場 ２，９２０円

沼田町 ガーデンタウン沼田団地駐車場 ２，６９０円

札幌市 豊平団地駐車場 ３，９４０円

白樺団地駐車場 ３，９４０円

円山団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ａ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｂ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｃ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｄ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｅ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｆ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｇ団地駐車場 ４，５５０円

真駒内Ｈ団地駐車場 ４，５５０円

栄町団地駐車場 ３，４９０円

山元団地駐車場 ３，９４０円

東苗穂団地駐車場 ３，４９０円

栄通団地駐車場 ３，９４０円

苗穂グリーン団地駐車場 ３，９４０円

琴似八軒団地駐車場 ３，９４０円

苗穂第２グリーン団地駐車場 ３，９４０円

発寒団地駐車場 ３，９４０円

厚別団地駐車場 ３，９４０円

厚別光陽団地駐車場 ３，９４０円

山の手団地駐車場 ４，５５０円

大谷地団地駐車場 ３，９４０円

豊平公園団地駐車場 ４，５５０円

季実の里団地駐車場 ３，４９０円

季実の里Ｂ団地駐車場 ３，４９０円

光星第４団地駐車場 ４，５５０円

江別市 大麻中町団地駐車場 ３，４９０円

大麻宮町団地駐車場 ３，４９０円

大麻沢町団地駐車場 ３，４９０円

大麻南樹町団地駐車場 ３，４９０円

大麻西町団地駐車場 ３，４９０円

北 海 道 公 報 号外第�号 １５平成２２年３月３１日（水曜日）



千歳市 やまとの杜団地駐車場 ２，９２０円

恵庭市 恵み野団地駐車場 ２，９２０円

北広島市 広葉町団地駐車場 ３，４９０円

泉町団地駐車場 ３，４９０円

石狩市 花畔団地駐車場 ３，４９０円

グリーンコート花川団地駐車場 ３，４９０円

センターコート花川団地駐車場 ２，９２０円

�川北団地駐車場 ２，９２０円

小�市 最上団地駐車場 ２，９２０円

新光団地駐車場 ３，９４０円

桜町団地駐車場 ２，９２０円

塩谷団地駐車場 ２，９２０円

高島団地駐車場 ２，９２０円

新光５３団地駐車場 ３，４９０円

オタモイ西団地駐車場 ２，６９０円

桜東団地駐車場 ２，９２０円

入船第２団地駐車場 ３，４９０円

望洋団地駐車場 ２，９２０円

銭函西団地駐車場 ２，９２０円

奥沢中央団地駐車場 ２，９２０円

築港団地駐車場 ３，４９０円

倶知安町 南４条団地駐車場 ２，９２０円

羊蹄団地駐車場 ２，９２０円

しらゆき団地駐車場 ２，９２０円

えぞ富士団地駐車場 ２，９２０円

岩内町 野束団地駐車場 ２，６９０円

室蘭市 祝津団地駐車場 ２，９２０円

常磐団地駐車場 ３，４９０円

苫小牧市 弥生団地駐車場 ２，９２０円

錦岡団地駐車場 ２，９２０円

大成団地駐車場 ３，４９０円

寿町団地駐車場 ２，９２０円

登別市 鷲別団地駐車場 ２，９２０円

登別西団地駐車場 ２，９２０円

若山団地駐車場 ２，９２０円

登別東町団地駐車場 ２，９２０円

桜木団地駐車場 ２，９２０円

新川団地駐車場 ２，９２０円

であえーるはまなす団地駐車場 ２，９２０円

伊達市 舟岡団地駐車場 ２，９２０円

山下団地駐車場 ２，９２０円

末永中央団地駐車場 ２，６９０円

浦河町 まきば団地駐車場 ２，９２０円

新ひだか町 さくら団地駐車場 ２，９２０円

函館市 弥生町団地駐車場 ３，９４０円

旭岡団地駐車場 ２，９２０円

駒場町団地駐車場 ３，９４０円

柳町団地駐車場 ３，９４０円

大川町団地駐車場 ３，９４０円

人見町団地駐車場 ３，９４０円

サニータウンみはら団地駐車場 ３，９４０円

住吉団地駐車場 ３，９４０円

宝来団地駐車場 ３，９４０円

ガーデンヒル旭岡団地駐車場 ２，９２０円

的場町団地駐車場 ３，９４０円

高田屋通団地駐車場 ３，４９０円

田家町団地駐車場 ３，９４０円

谷地頭町団地駐車場 ３，４９０円
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上湯川Ｂ団地駐車場 ３，４９０円

日吉町団地駐車場 ３，９４０円

東坂団地駐車場 ３，４９０円

旭森団地駐車場 ３，９４０円

船見町団地駐車場 ３，４９０円

であえーる大森浜団地駐車場 ３，４９０円

北斗市 東浜団地駐車場 ２，９２０円

七重浜団地駐車場 ３，４９０円

常盤団地駐車場 ２，９２０円

本町中央団地駐車場 ２，９２０円

七飯町 グリーンヒルななえ団地駐車場 ３，４９０円

江差町 南ヶ丘団地駐車場 ２，９２０円

檜山団地駐車場 ２，９２０円

円山通り団地駐車場 ３，４９０円

旭川市 春光高台団地駐車場 ２，９２０円

神楽岡ニュータウン団地駐車場 ３，４９０円

神居団地駐車場 ２，９２０円

宮下西団地駐車場 ３，４９０円

士別市 サウスタウン青葉団地駐車場 ２，９２０円

名寄市 サンピラーなよろ団地駐車場 ２，９２０円

マーガレットヴィラ団地駐車場 ２，９２０円

富良野市 しらかば団地駐車場 ２，９２０円

留萌市 泉団地駐車場 ２，９２０円

野本団地駐車場 ２，９２０円

平和台団地駐車場 ２，９２０円

栄町団地駐車場 ３，４９０円

高砂団地駐車場 ３，４９０円

野本中央団地駐車場 ２，９２０円

苫前町 オリオン団地駐車場 ２，６９０円

稚内市 末広団地駐車場 ２，９２０円

宝来団地駐車場 ２，９２０円

北見市 寿団地駐車場 ３，４９０円

小泉団地駐車場 ２，９２０円

高栄団地駐車場 ２，９２０円

美山第２団地駐車場 ２，９２０円

サンシティーきたみ団地駐車場 ２，９２０円

サンライズ北２条団地駐車場 ３，４９０円

網走市 大曲団地駐車場 ２，９２０円

つくしヶ丘３丁目団地駐車場 ２，９２０円

駒場団地駐車場 ２，９２０円

グリーンタウンリバーサイド団地駐車場 ２，９２０円

サンリッチヴィラ団地駐車場 ２，９２０円

中央公園団地駐車場 ３，４９０円

サンガーデン鉄南団地駐車場 ２，９２０円

紋別市 学園団地駐車場 ２，９２０円

学園第２団地駐車場 ２，９２０円

学園第３団地駐車場 ２，６９０円

であえーる幸団地駐車場 ２，９２０円

美幌町 鳥里団地駐車場 ２，９２０円

新町団地駐車場 ２，９２０円

斜里町 かえで西団地駐車場 ２，９２０円

遠軽町 中央団地駐車場 ２，９２０円

帯広市 緑西団地駐車場 ３，４９０円

大空２団地駐車場 ２，９２０円

公園東町団地駐車場 ３，４９０円

西帯広団地駐車場 ２，９２０円

緑ヶ丘団地駐車場 ３，４９０円

新緑団地駐車場 ３，４９０円
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新緑第２団地駐車場 ２，９２０円

中央団地駐車場 ３，４９０円

大空団地駐車場 ２，９２０円

柏林台中央団地駐車場 ２，９２０円

音更町 共栄台団地駐車場 ２，９２０円

幕別町 若草団地駐車場 ２，９２０円

とかち野団地駐車場 ２，９２０円

あかしや南団地駐車場 ２，９２０円

釧路市 千歳団地駐車場 ２，９２０円

新緑ヶ岡団地駐車場 ２，９２０円

曙団地駐車場 ２，９２０円

愛国団地駐車場 ３，４９０円

住之江団地駐車場 ３，４９０円

若竹団地駐車場 ３，４９０円

白樺団地駐車場 ２，９２０円

クレインヴィラ団地駐車場 ２，９２０円

ことぶき団地駐車場 ３，９４０円

釧路町 睦団地駐車場 ３，４９０円

根室市 花咲団地駐車場 ２，９２０円

パークタウン明治団地駐車場 ２，９２０円

であえーる明治団地駐車場 ２，９２０円

中標津町 白樺団地駐車場 ２，９２０円

泉中央団地駐車場 ２，９２０円

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第８号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員服務規程の一部を改正する訓令

北海道職員服務規程（昭和４１年北海道訓令第５号）の一部を次のように改正する。
第５条第４項中「支庁の職員（支庁長であって、知事が別に定める場合に該当する場合を
除く。）」を「総合振興局又は振興局の職員」に、「、支庁長」を「、総合振興局長又は振
興局長」に改める。

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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